
令和５年５月 ３１日 

八丈町立三根小学校 

校  長  川畑  伊豆海 

 

保護者・地域の皆様 

 

北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る対応について 

 

日頃より本校の教育活動へのご理解とご協力、誠にありがとうございます。 

この度、北朝鮮が５月３１日午前０時（日本時間）から６月１１日午前０時（日本時間） までの間に「衛星」と称す

る弾道ミサイルを発射することについて、内閣官房より情報伝達がありました。 このことを踏まえ、防衛省・自衛隊で

は、これまでの一連の北朝鮮の動向を受け、弾道ミサイルの我が国領域内への落下に備え、防衛大臣から破壊措置

命令が発出されたところです。  

つきましては、下記事項及び学校の対応についてお知らせいたします。児童の安全を守るために、保護者・地域の

皆様のご理解とご協力、落ち着いた行動が不可欠です。ご協力をお願いいたします。 

 

記 

１ 確認事項   

① 弾道ミサイルが発射され、日本に飛来する可能性がある場合は、Jアラート等により情報伝達されます。 

② Jアラートにより国から緊急情報が発信されると、これを受信した八丈町では、防災行政無線の警報が  

屋外スピーカー等を通じて流れ、住民へ情報が伝達されます。 

③ また、携帯電話等にもエリアメール・緊急速報 メールが配信されます。 

④ 万が一、落下物らしき物を発見した場合には、決して近寄らず、警察・消防に連絡してください。 

 

２ Jアラートによる情報伝達と学校における基本的な避難行動 

  ① 学校にいる場合 

【校舎内の対応】教室内で授業中の場合は、窓からなるべく離れて床に伏せたり机の下に入ったりして頭部を守

る。 

【校舎外の対応】校庭での授業中の場合は、校舎内にできるだけ早く避難する。 

校庭の中心ではなく、物陰に身を隠すか、その場で地面に伏せて頭部を守る。 

  ② 校外活動中の場合 

屋内にいる場合でも、すぐに避難できるところに頑丈な建物や地下があれば直ちにそちらに避難する。 

 

 

 


